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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作部に基端が連結された挿入部可撓管の基端付近を囲む状態に、弾力性のある材料から
なる折れ止めが配置された内視鏡において、
　上記挿入部可撓管の基端付近の外表面であって上記折れ止めと干渉しない位置に、上記
挿入部可撓管を人体内に挿入する際に用いられる附帯品を係脱自在に係合させるための附
帯品係合座を備え、
　上記附帯品係合座が、上記挿入部可撓管の外皮の内側に配置されている金属製の螺旋管
に固着された筒状体の外周面に形成されて、上記挿入部可撓管の外皮が上記附帯品係合座
部分では取り除かれていることを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
上記附帯品係合座が、上記挿入部可撓管の外周周りに形成された円周溝である請求項１記
載の内視鏡。
【請求項３】
上記附帯品係合座が、弾力性のある材料によって上記挿入部可撓管の外周周りに突出形成
された環状突起である請求項１記載の内視鏡。
【請求項４】
上記附帯品係合座に、上記操作部を被覆する操作部カバーの端部付近が係合する請求項１
、２又は３記載の内視鏡。
【請求項５】
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上記附帯品係合座に、上記折れ止めを被覆する折れ止めカバーが係合する請求項１、２又
は３記載の内視鏡。
【請求項６】
上記附帯品係合座に、上記挿入部可撓管を被覆する挿入部カバーの端部付近が係合する請
求項１、２又は３記載の内視鏡。
【請求項７】
上記附帯品係合座に、上記挿入部可撓管が挿通案内される挿入部案内部材が係合する請求
項１、２又は３記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡には一般に、操作部に基端が連結された挿入部可撓管の基端付近が急激に曲がって
座屈破損しないように、その部分を囲む状態に弾力性のある材料からなる折れ止めが配置
されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような折れ止めの内周面と挿入部可撓管の外周面との間に汚液等が入り込むとそれ
を洗浄するのは困難なので、その部分を外部汚液等から完全に隔離するためには、附帯品
であるカバー類で覆うのが好ましい。
【０００４】
また、挿入部可撓管が患者の歯で噛まれないように患者に銜えさせて挿入部可撓管が挿通
案内される附帯品であるいわゆるマウスピース（挿入部案内部材）は、挿入部可撓管を患
者の口に差し込む際には、折れ止めを弾力的に差し込んだ状態にして挿入部可撓管の基端
側に保持される場合が多いが、そのような保持状態は非常に不安定なので、何かのはずみ
でマウスピースが折れ止め部分から落下して患者の顔を打撲することがある。
【０００５】
そこで本発明は、内視鏡検査時に内視鏡と共に用いられる附帯品を係合させて、内視鏡検
査の安全性を向上させることができる内視鏡を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡は、操作部に基端が連結された挿入部可撓管
の基端付近を囲む状態に、弾力性のある材料からなる折れ止めが配置された内視鏡におい
て、挿入部可撓管の基端付近の外表面であって折れ止めと干渉しない位置に、挿入部可撓
管を人体内に挿入する際に用いられる附帯品を係脱自在に係合させるための附帯品係合座
を設けたものである。
【０００７】
なお、附帯品係合座が、挿入部可撓管の外周周りに形成された円周溝であってもよく、或
いは、弾力性のある材料によって挿入部可撓管の外周周りに突出形成された環状突起であ
ってもよい。
【０００８】
また、附帯品係合座に、操作部を被覆する操作部カバーの端部付近が係合してもよく、折
れ止めを被覆する折れ止めカバーが係合してもよい。或いは、附帯品係合座に、挿入部可
撓管を被覆する挿入部カバーの端部付近が係合してもよく、挿入部可撓管が挿通案内され
る挿入部案内部材が係合してもよい。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
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図１は内視鏡を示しており、可撓性挿入部１，２，３は、遠隔操作によって屈曲する湾曲
部２が細長い挿入部可撓管１の先端に連結され、観察窓４、照明窓５及び吸引口６等が先
端面に配置された先端部本体３が湾曲部２の先端に連結されて構成されている。
【００１０】
挿入部可撓管１の基端が連結された操作部１０には、湾曲部２を遠隔的に屈曲操作する湾
曲操作ノブ１１等が配置されており、湾曲操作ノブ１１を回転操作することによって湾曲
部２が屈曲する。
【００１１】
挿入部可撓管１の基端付近を囲むように、弾力性のある材料により外径が先細りのテーパ
筒状に形成された折れ止め２０が取り付けられている。折れ止め２０は、後述する図２に
詳細に図示されているように、先側へ漸次肉厚を薄くしたテーパ筒状に形成されている。
【００１２】
その結果、図１に二点鎖線で示されるように、挿入部可撓管１が曲げられても操作部１０
との連結部近傍付近が急激に曲がらず、その部分の座屈破損が防止される。
【００１３】
挿入部可撓管１の基端付近の外周面であって折れ止め２０と干渉しない位置には、挿入部
可撓管１を患者の体内に挿入して内視鏡検査を行う時に操作部１０を汚染から防止するた
めに操作部１０に被せられる操作部カバー３０の下端付近を係合させるための附帯品係合
口金７が設けられている。
【００１４】
図２は、その附帯品係合口金７の周辺部分を拡大して示しており、操作部１０のフレーム
１０ａに対して、挿入部可撓管１の基端口金１ｃが押さえネジ環８によって押圧固定され
ると共に、折れ止め２０と一体に形成されている折れ止め口金２０ａが螺合固定されてい
る。
【００１５】
附帯品係合口金７は、挿入部可撓管１の外皮１ａの内側に配置されている金属製の螺旋管
１ｂに対してロー付等により固着された筒状体であり、附帯品係合口金７部分では外皮１
ａが除かれて、外皮１ａの端部が附帯品係合口金７に水密に固着されている。
【００１６】
附帯品係合口金７の外周面（即ち、挿入部可撓管１の外周周り）にはＶ字状の断面形状の
円周溝状の附帯品係合座７ａが形成されており、弾力性のあるゴム材等からなるＯリング
３１が、操作部カバー３０の外側から附帯品係合座７ａに係止される。
【００１７】
このようにすることにより、挿入部可撓管１が人体内に挿入される際に操作部１０が汚染
から防止されると共に、折れ止め２０部分が外部から隔離されて挿入部可撓管１の外周面
との間に汚液等が入り込まない。そして、Ｏリング３１を弾力的に引き伸ばして取り外せ
ば、附帯品係合口金７から操作部カバー３０の下端部を外すことができる。
【００１８】
なお、図示は省略するが、操作部カバー３０に代えて折れ止め２０部分だけを覆う折れ止
めカバーを形成し、その折れ止めカバーを附帯品係合座７ａに係止しても、折れ止め２０
の内面と挿入部可撓管１の外周面との間への汚液の浸入は防止することができる。
【００１９】
図３は、上記実施例の別の使用状態を示しており、挿入部可撓管１を水密に被覆する挿入
部カバー４０の基端に設けられた係合口金４１の内面突起を附帯品係合座７ａに係脱自在
に係合させたものである。このようにすることにより、挿入部可撓管１を患者の体内に挿
入する際に挿入部可撓管１が汚染されず、挿入部カバー４０は、挿入部可撓管１に対して
容易に着脱して交換することができる。
【００２０】
図４は、挿入部可撓管１が患者の歯で噛まれないように患者に銜えさせて挿入部可撓管１
を挿通案内するいわゆるマウスピース５０（挿入部案内部材）を附帯品係合座７′に係脱
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【００２１】
この実施例の附帯品係合座７′は、例えば弾力性のあるゴム材等によって挿入部可撓管１
の外周周りに突出形成された環状突起であり、マウスピース５０は附帯品係合座７′を内
側に通して弾性変形させることによりそこに係止され、少し力を入れてマウスピース５０
を引き下げれば、マウスピース５０が附帯品係合座７′から外れる。
【００２２】
挿入部可撓管１を患者の口に差し込む際に、このようにしてマウスピース５０を附帯品係
合座７′に一時的に係合させることにより、マウスピース５０を安定した状態に保持して
マウスピース５０が意に反して落下しないようにすることができる。
【００２３】
なお、挿入部可撓管１を患者の肛門から挿入する場合には、挿入部案内部材として用いら
れる可撓性パイプ状のいわゆるスライディングチューブを附帯品係合座７′に係合させて
もよい。
【００２４】
【発明の効果】
本発明によれば、挿入部可撓管の基端付近の外表面の折れ止めと干渉しない位置に、挿入
部可撓管を人体内に挿入する際に用いられる附帯品を係脱自在に係合させるための附帯品
係合座を設けたことにより、内視鏡検査時に内視鏡と共に用いられる附帯品を安定した状
態にそこに係合させて、折れ止めの内面の汚染や患者への打撲等が起きないように内視鏡
検査の安全性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡を一部透視状態で示す側面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の附帯品係合座付近の側面拡大断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡の第２の使用例を一部断面で示す側面図である。
【図４】本発明の第２の実施例の内視鏡を一部断面で示す側面図である。
【符号の説明】
１　挿入部可撓管
７　附帯品係合口金
７ａ，７′　附帯品係合座
１０　操作部
２０　折れ止め
３０　操作部カバー（附帯品）
３１　Ｏリング
４０　挿入部カバー（附帯品）
４１　係合口金
５０　マウスピース（附帯品）
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